
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

 
 
 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
で
あ
る
大
臣
」
を
「
で
あ
る
各
省
各
庁
の
長
（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
最
高
裁
判
所
長

官
、
会
計
検
査
院
長
及
び
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
関
係
行
政
機
関
の
長
」
を
「
各
省
各
庁
の
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
行
政
財
産
の
貸
付
け
） 

第
十
一
条
の
二 

国
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
（
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産

を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
選
定
事
業
者
が
一
棟
の
建
物
の
一
部
が
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共
施
設
等
で
あ

る
当
該
建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当

該
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
同
項
に

規
定
す
る
建
物
の
一
部
を
選
定
事
業
の
終
了
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途

又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
行
政
財
産
（
同
法
第
二
百
三
十
八
条
第
三
項

に
規
定
す
る
行
政
財
産
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
選
定
事
業
者
が
一
棟
の
建
物
の
一
部
が
当
該
選
定
事
業
に
係
る
公
共

施
設
等
で
あ
る
当
該
建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地

方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨

げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 

６ 
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸
付
け
を
受
け
た

者
が
同
項
に
規
定
す
る
建
物
の
一
部
を
選
定
事
業
の
終
了
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
所
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
財

産
で
あ
る
土
地
を
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
四
条
並
び
に
借
地
借

家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

８ 

国
有
財
産
法
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

貸
付
け
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
は
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 
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四 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
建
設
、
維
持
管
理
及
び
運
営
の
一
層
の
促
進
を
図

る
た
め
、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
選
定
事
業
の
用
に
供
す
る
等
の
た
め
国
又
は
地
方
公
共

団
体
の
行
政
財
産
を
選
定
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  


